
川崎市での新型インフルエンザ対策の具体的取り組みについて 

 

① ハイリスク者（妊婦、腎透析、小児、内科疾患）ごとに、医師会、病院協会(市立病院、

民間病院）、行政間の合同会議を持ち、役割分担を確認した。 

② 市長、医師会長、病院協会長、歯科医師会長、薬剤師会長、看護協会長の、市及び医

療５団体合同会議を持ち、覚書を交わし、記者会見を行った。 

③ 一般市民向けパンフレット「重症患者を救うのは、あなたの思いやりある行動です！」

（A４版見開き４頁）を 16 万部作成し、軽症者の平日日中の、かかりつけ医への受診を啓

発した。 

 

（川崎市健康福祉局保健医療部長 雨宮 文明先生 ご提供） 

 

 

 

【参考】 

新型インフル対策強化 神奈川県川崎市と医療関係５団体協力覚書 

（2009 年 10 月 3 日 東京新聞から） 

 

 川崎市と市医師会など医療関係五団体は二日、新型インフルエンザ対策に協力して取り

組む覚書を締結した。診療所での診療体制を強化するとともに、市民に対して緊急アピー

ルを発表。総合病院ではなく最寄りの診療所で受診するよう呼び掛けた。 

 

 総合病院などに患者が集中して緊急医療体制に支障が起こる事態を防ぐためで、覚書に

基づき、市では医師会を通じて診療所の診療時間延長を求め、市内の休日急患診療所は医

師を余分に確保する。感染拡大防止のため、薬などの処方をファクスで行う体制もつくる。

アピール内容や診療所紹介窓口などを記載したパンフレットを十六万部作り、来週後半か

ら学校や医療機関を中心に市民に配る。 

 

 市医師会の高橋章会長は「診療所を中心とする、かかりつけ医がいかに防波堤になれる

か。感染拡大の長期化や耐性ウイルス出現も予想され、対策を総合的にコントロールする

組織も必要かもしれない」と語った。 

 

 市内では八月後半からインフルエンザ感染者が急増し、九月第三週には、一週間の推計

患者数が五千人を超えた。学校などの臨時休業も相次ぎ、八月末からの一カ月間で、保育

園や小中高校延べ百十一施設が休校などの措置をとった。 
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 小学生以下でのインフルエンザ患者が急増！ 

～新型インフルエンザに関する市民の皆様へのアピール～ 

概要 

本市における感染症発生動向調査結果では、インフルエンザの患者が 10 月の第 41 週か

ら第 43 週の 3週間において、流行発生警報基準値（定点あたり 30 人）に近い患者発生数

で推移しています。 

特に、この 3週間の年齢別患者発生状況では、患者報告総数 4,318 人のうち 9歳以下の

患者が 1,973 人であり、全体の 46％を占めています。 

このようなことから、本日、市長名で市民の皆さんに、別紙のアピール文のとおり呼び

かけを行い、引き続き新型インフルエンザ対策について、御理解と御協力をお願いするも

のです。 

 

１ 本市におけるインフルエンザ流行状況 

○ 第 40 週（9月 28 日～10 月 4 日）に患者報告数は、流行発生注意報基準値（定点当

り 10 人）を超え、定点当り 11.17 人となり、流行発生注意報を発令しました。 

○ 第 41 週（10 月 5 日～10 月 11 日）は、さらに急増し、定点当り 27.04 人、第 42 週

（10 月 12 日～10 月 18 日）の報告数は 25.78 人、第 43 週（10 月 19 日～10 月 25

日）の報告数は 27.15 人となり、3 週続けて流行発生警報基準値に近い数値で推移

しています。また、第 43 週では、高津区（定点当り 39.50 人）、宮前区（定点当り

36.25 人）、及び多摩区（定点当り 36.63 人）において警報基準値を超えており、市

内の推計患者総数は約 16,400 人と思われます。 

○ 特に、患者数が急増した第 41～43 週の年齢別の患者発生状況は、患者総数 4,318

人のうち 9 歳以下の患者が 1,973 人と全体の約 46％を占め、その前の第 38～40 週

の同年齢の割合約 24％（患者数 1,337 人、9歳以下 316 人）の約 2倍となっていま

す。 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年１０月２８日 

報 道 発 表 資 料 

週

推計患者数 

インフルエンザ推計患者数
（平成 21 年第 24～第 43 週まで） 

インフルエンザ患者報告数
（平成17年～平成21年第43週まで）
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２ 新型インフルエンザ入院患者の状況 

○ 10 月 26 日現在で、市内医療機関から 53 名の入院報告があり、男性 32 名、女性 21

名となっています。 

○ 特に、入院患者が増加した第 41～43 週においては、9歳以下の入院患者が 75％を占

め、患者数の増加による罹患年齢数の低下に伴い、低年齢の患者の重症化が懸念さ

れる状況です。 

入院患者発生状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 休日急患診療所における受診患者の状況 

新型インフルエンザの流行拡大に伴い、市内の 7 箇所の休日急患診療所において、8

月から受診患者数が増加しはじめ、9月及び 10 月においては、例年と比較して大幅な増

加となっています。 

 

休日急患診療所受診患者数 

 

 

 

 

 

 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

平成19年 1,933 2,405 823 1,529 647 1,484 1,037

平成20年 1,014 1,758 937 1,144 665 1,055 975

平成21年 1,155 2,890 947 1,287 1,365 3,850 3,762

インフルエンザ年齢別患者数（第 38～40 週と第 41～43 週の 3週間の患者総数による比較） 

※ 市内 7箇所の診療所の合計受診者数です。 

入
院
患
者
数
（
人
） 
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４ 学校等の臨時休業等の状況 

学校等の臨時休業の増加が続き、特に第 41 週以降は、休業措置実施施設数が急増して

います。 

第 36 週以降の川崎市内の学校等の臨時休業実施状況（延施設数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 新型インフルエンザワクチン接種の対応 

市内で新型インフルエンザワクチン接種を実施する受託医療機関がまとまりつつあり

ますので、近日中に、受託医療機関名簿を本市ホームページに掲載するとともに、「市政

だより特別号」を 11 月中旬に発行し、優先接種対象者の方に受託医療機関名簿、接種ス

ケジュール等の御案内をしてまいります。また、市内新型インフルエンザ相談センター

においても、相談を受けております。 

 

○市内新型インフルエンザ相談センター連絡先（専用電話） 

川崎区役所保健福祉センター ０４４（２０１）３１８９  

 

相談受付時間 

平日 

８：３０～ 

１７：００ 

幸区役所保健福祉センター ０４４（５５６）６７１５ 

中原区役所保健福祉センター ０４４（７４４）３１０４ 

高津区役所保健福祉センター ０４４（８６１）３３４１ 

宮前区役所保健福祉センター ０４４（８５６）３２１７ 

多摩区役所保健福祉センター ０４４（９３５）３２１７ 

麻生区役所保健福祉センター ０４４（９６５）５２１８ 

健康福祉局健康安全室 

 

０４４（２００）２６９２ 

FAX ０４４（２００）３９２８ 

 

 

 《問合せ先》 

川崎市健康福祉局健康安全室 

新型インフルエンザ・防疫対策担当 

電話２００－２４３２ 



 

市 民 の 皆 様 へ 

～新型インフルエンザ患者の急増に対するアピール～ 

 

平成２１年１０月２８日 

 

川崎市新型インフルエンザ対策本部長 

川崎市長 阿部孝夫 

 

 川崎市においては、９月下旬から新型インフルエンザの患者が増加し

始め、１０月に入ってから流行発生警報値である定点当たり３０人に近

い数値で推移しています。各週の推計患者数は、市内で１万人を超えて

いるものと思われ、特に９歳以下の患者が急増しています。 

 市内での感染が急激に拡大すると、医療機関の負担が大きくなり、重

症患者への対応に支障がでるおそれがありますので、市民の皆様におか

れましては、次のことに御理解と御協力をお願いいたします。 

○ 外出から帰ったら、必ず、手洗い、うがいをしましょう。 

○ 人に、せきやくしゃみをかけない「せきエチケット」を、心掛けま

しょう。 

１ 息苦しい、呼吸が速い、などの症状がある場合や、けいれんやいつ

もと違う言動が見られた場合には、速やかに医療機関を受診してくだ

さい。 

２ 受診するときは、医療機関内で周囲の患者さんへの感染を防ぐた

め、あらかじめ医療機関に電話をし、マスクをして受診してください。

３ 妊娠されている方、ぜん息や糖尿病などの持病をお持ちの方は、発

熱したときの対応などについて、あらかじめかかりつけの医師とよく

御相談ください。 

４ 基礎疾患（持病）がなく軽症の方は、医療機関が手薄になる休日・

夜間の救急外来受診はできるだけ控えるようにしてください。 

５ 症状がないときに検査を行う必要はありませんので、感染していな

いことを証明する目的での受診は控えてください。 

引き続き、新型インフルエンザに「かからない、うつさない」ための

生活習慣とマナーを守っていただきますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

別 紙



代表都市別インフルエンザ患者（定点当り）
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 イ ン フ ル エ ン ザ の 患 者 数 が 急 増 ！ 

～川崎市内におけるインフルエンザ流行状況～ 

概要 

本市で実施している感染症発生動向調査では、毎週、５４施設のインフルエンザ定点医

療機関から患者の発生状況を報告いただいております。 

本市においては、第４０週の患者報告数が流行発生注意報基準値（定点あたり１０人）

を超え定点当り１１．１７人となり、流行発生注意報を発令したところですが、第４１週

（10 月 5 日から 10 月 11 日まで）の報告数はさらに急増し、定点当り２７．０４人と流行

発生警報基準値（定点当り３０人）に近い発生数となりました。今後もさらなる感染の拡

大が危惧されますので、十分にご注意をお願いいたします。 

 

１ 本市におけるインフルエンザ流行状況 

  第４１週には、定点医療機関からの患者報告数が１,４６０人、定点当り２７．０４

人で市内の推計患者数は約１６,０００人となりました。 

なお、高津区（定点あたり５０．１３人）及び多摩区（定点あたり３４．２５人）で

は、既に警報基準値を超えています。   

また、衛生研究所の検査結果においては、第２９週以降市内で検出されているインフ

ルエンザウイルスはすべて新型インフルエンザ（９１件）となっています。 

川崎市内におけるインフルエンザ患者報告数 

（平成１７年から平成２１年第４１週までの流行状況） 
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２ 学校等の臨時休業等の状況 

学校等の臨時休業の増加が続き、第４１週の報告数は最も多い延９６施設となってい

ます。特に、小学校の休業実施報告数が急増しています。 

第３６週以降の川崎市内の学校等の臨時休業実施状況（延施設数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 今後の対応 

（１）インフルエンザ対策の積極的な広報 

１０月２日に市民の皆様への緊急アピールを行いましたが、今後も市内における

医療体制の確保及び感染拡大防止のために積極的にリーフレット等を配布し、広

報に努めてまいります。 

（２）円滑な新型インフルエンザワクチン接種の実施 

関係機関と調整行い、早急にワクチン体制の確立を図るとともに、ホームページ

等の広報手段を活用し、接種対象者に対し速やかに接種体制や接種スケジュール

等について周知を行います。 

 

 

 

 

《問合せ先》 

川崎市健康福祉局健康安全室 

新型インフルエンザ・防疫対策担当 

電話２００－２４３２ 

推計患者数 

（
人
） 
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